
有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
～平成30年2月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合～

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主の皆様へ

LL300131保01

有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、離職証明書の記載にご留意ください

契約更新上限（通算契約期間や更新回数の上限を言います。）がある有期労働契約の上限が到来
したことにより離職された場合で、次の①～③のいずれかに該当する場合、離職証明書の「⑦離職
理由欄」は以下のとおりご記入をお願いします。

採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方②

採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方①

離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載をお願いいたします。

基準日※以後に締結された４年６か月以上５年以下の契約更新上限が到来した（定年後の
再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。）ことにより離職された方。
ただし、基準日※前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に４年６か月以上
５年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。
※改正労働契約法の公布日（平成24年８月10日）

③

上記①～③に該当する場合は、離職証明書の「⑦離職理由欄」は「３ 労働契約期間満了等に
よるもの」、「(１)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による
離職」を選択していただいた上で、便宜的に「（２）労働契約期間満了による離職」中の「１回
の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、最下部
の「具体的事情記載欄（事業主用）」にそれぞれ以下のとおり記入してください（※）。

また、採用当初の雇用契約書と最終
更新時の雇用契約書など、それぞれの
事情がわかる書類を添付してください。

① 上限追加

１ 上記に該当する場合の離職証明書記載例

上記①～③には該当しない「契約更新上限が到来したことにより離職された場合」は、従来
どおり、３ 労働契約期間満了等によるもの、(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ
定められた雇用期限到来による離職 を選択してください。

② 上限引下げ

③ ４年６か月以上５年以下の上限

⑦離職理由欄
事業主記入欄
３ 労働契約期間満了等によるもの

☑……(1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職
☐……(2) 労働契約期間満了による離職

⑦離職理由欄
事業主記入欄
３ 労働契約期間満了等によるもの

☑……(1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職
☐……(2) 労働契約期間満了による離職

① 下記②以外の離職者
（１回の契約期間 12箇月、通算契約期間 48箇月、契約更新回数 ３回）

具体的事情記載欄（事業主用）
①上限追加

２ 上記に該当しない場合の離職票記載例

※e-Govからの電子申請の場合（APIソフトからの申請を除く）、「（１）採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による
離職」を選択すると「（２）労働契約期間満了による離職」中の「１回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」が入力できないため、「具体的事
情記載欄（事業主用）」に「１回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」も記入してください。



有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
～平成30年2月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合～

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求職者の皆様へ

LL300131保02

契約更新上限（通算契約期間や更新回数の上限を言います。）が
ある有期労働契約の契約更新上限が到来したことにより離職された
場合で、次の①～③のいずれかに該当する場合、特定受給資格者
または特定理由離職者に該当することがあります。

詳細は、各ハローワークの雇用保険窓口にお尋ねください。

採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方②

採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、
又は不更新条項が追加された方①

③

上記に該当する場合、離職票の「⑦離職理由欄」の事業主記入欄において、
「３ 労働契約期間満了等によるもの」、(1)採用又は定年後の再雇用時等に
あらかじめ定められた雇用期限到来による離職が選択されているか、(2)労働
契約期間満了による離職の「１回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」
が記載されているか、最下部の「具体的事情記載欄（事業主用）」に上記①～
③に該当する旨の記載があるか確認してください。

記載がない場合は雇用保険窓口で相談してください。

基準日※以後に締結された４年６か月以上５年以下の契約
更新上限が到来した（定年後の再雇用に関し定められた雇
用期限の到来は除く。）ことにより離職された方。ただし、
基準日※前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、
一様に４年６か月以上５年以下の契約更新上限が設定され
ていた場合を除く。
※改正労働契約法の公布日（平成24年８月10日）

【 無期転換ルール緊急相談ダイヤル（平成３０年２月１３日～） ：０５７０－０６９２７６(円満に無期になろう) 】
※上記ダイヤルは発信した最寄りの労働局へつながること、携帯電話からの通話料は

20秒当たり10円かかることにご留意ください。『無期転換ルール特別相談窓口』にも
直接お電話が可能です。

※上記ダイヤルの開設は平成30年２月13日からとなりますので、ご注意ください。
上記以外にも、雇止めや無期転換ルールに関するご相談は、
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の 『無期転換ルール特別相談窓口』にも直接お電話いただけます。

労働局「特別相談窓口」一覧
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